
日金協（業）第令 02-009号 

令和 2年 4月 8日 

貸 金 業 者  各 位  

日 本 貸 金 業 協 会  

 

金融庁からの「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた 

資金繰り支援についての周知徹底要請について 

 

金融庁監督局長から、別添する令和 2年 4月 7日付金監督第 885号文書「「新型コロナ

ウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について（要請）」により、協会

員等に対する周知徹底要請がありました。 

つきましては、当該要請の趣旨を十分に踏まえ、適切にご対応くださいますようお願い

申し上げます。 
 
 
［要請文書から今般の緊急経済対策に盛り込まれた、事業者や個人への資金繰り支援等の施策（抜粋）］ 

 貸出等の条件となっている財務制限条項（コベナンツ）に事業者が抵触している場合であ

っても、これを機械的・形式的に取り扱わないこと、具体的には、①事業者の経営実態を

きめ細かく把握し、直ちに債務償還等を要求することのないよう対応すること、②コベナ

ンツの変更・猶予に関する事業者からの相談には迅速かつ真摯に対応すること、③特に、

シンジケートローンにおいては、関係金融機関が協力して一体的に対応すること。 
 住宅ローンや個人向けローンについて、これまでの要請を踏まえ、さらに個人顧客のニー

ズを十分に踏まえた条件変更等について、迅速かつ柔軟な対応すること。また、個人向け

ローン等の保証業務を行っている場合においても、こうした趣旨等を踏まえた対応に努め

ること。 
 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた顧客から支払猶予等の申出を受け、一定期

間猶予した場合には、信用情報機関に延滞情報として登録しないこと。 

 
 
なお、本件文書は金融庁ウェブサイトに掲示されています。 

［金融庁ウェブサイト］ 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について（要請） 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200407.pdf 
以 上 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200407.pdf
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